
 

  

 

柏 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断 費 補 助 金 交 付 要 綱  

 

制 定  平 成 １ ８ 年  ４ 月 ２ ８ 日  

施 行  平 成 １ ８ 年  ６ 月  １ 日  

 

 （ 目 的 等 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 木 造 住 宅 の 耐 震 診 断 を 実 施 す る 者 に 対 し ， 木

造 住 宅 耐 震 診 断 費 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） を 交 付 す る

こ と に よ り ， 木 造 住 宅 の 地 震 に 対 す る 安 全 性 の 向 上 に 資 す る こ と

を 目 的 と す る 。  

２  補 助 金 の 交 付 に 関 し て は ， 柏 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ６ ０ 年

柏 市 規 則 第 ２ ９ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） そ の 他 法 令 等 に 定 め

る も の の ほ か ， こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(1) 木 造 住 宅  一 戸 建 て の 住 宅 又 は 併 用 住 宅 （ 人 の 居 住 の 用 に 供

す る 部 分 の 床 面 積 が そ の 建 築 物 の 延 べ 面 積 の ２ 分 の １ 以 上 で あ

る 建 築 物 を い う 。 ） で あ っ て ， 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た し て い る

も の を い う 。  

ア  柱 ， は り 等 の 主 要 な 構 造 部 に 木 材 を 用 い た も の で あ る こ

と 。  

イ  在 来 工 法 （ 土 台 ， 柱 ， は り ， 筋 か い 等 を 用 い て 建 築 物 を 組

み 立 て る 工 法 を い う 。 ） に よ り 建 築 さ れ た も の で あ る こ と 。  

ウ  地 上 階 数 が ２ 以 下 の も の で あ る こ と 。  

エ  着 工 日 が 平 成 １ ２ 年 ５ 月 ３ １ 日 以 前 の も の 又 は 同 日 以 前 で

あ る と 市 長 が 認 め る も の で あ る こ と 。  

(2) 耐 震 診 断  地 震 に 対 す る 安 全 性 を 評 価 す る こ と を い う 。  

（ 対 象 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 （ 以 下 「 対 象 者 」 と

い う 。 ） は ， 本 市 の 区 域 内 に 木 造 住 宅 を 所 有 し て い る 者 と す る 。

た だ し ， 当 該 木 造 住 宅 を 所 有 し て い る 者 （ 当 該 木 造 住 宅 を 共 有 し



 

  

て い る 場 合 に あ っ て は ， そ の い ず れ か の 者 ） が 既 に 補 助 金 の 交 付

を 受 け て い る 場 合 及 び 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 日 の 属 す る

年 度 に 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け て い る 場 合 に あ っ て は ， こ の 限

り で な い 。  

２  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と す る 事 業 （ 以 下 「 対 象 事 業 」 と い う 。 ）

は ， 対 象 者 が 所 有 す る 木 造 住 宅 に つ い て ， 耐 震 診 断 を 実 施 す る の

に 必 要 な 知 識 及 び 技 能 を 有 す る 者 と し て 別 に 定 め る と こ ろ に よ り

本 市 の 登 録 を 受 け た 者 （ 以 下 「 木 造 住 宅 耐 震 診 断 士 」 と い う 。 ）

に 依 頼 し て ， 建 築 物 の 耐 震 診 断 及 び 耐 震 改 修 の 促 進 を 図 る た め の

基 本 的 な 方 針 （ 平 成 １ ８ 年 国 土 交 通 省 告 示 第 １ ８ ４ 号 ） 別 添 第 １

の 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 又 は 国 土 交 通 大 臣 が こ れ と 同 等 以 上 の 効 力 を

有 す る と 認 め る 方 法 に よ り 耐 震 診 断 を 実 施 す る 事 業 と す る 。  

３  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と す る 経 費 （ 以 下 「 対 象 経 費 」 と い う 。 ）

は ， 対 象 事 業 に 要 す る 経 費 と す る 。  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 額 は ， 対 象 経 費 の ３ 分 の ２ の 額 と す る 。 こ の 場 合

に お い て ， １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は ， そ の 端 数 金 額

を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て ， 補 助 金 の 額 は ， ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 を 限 度 と

す る 。  

 （ 申 請 書 記 載 事 項 ）  

第 ５ 条  規 則 第 ２ 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 市 長 が 必 要 と 認 め る 事

項 は ， 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

(1) 木 造 住 宅 の 用 途 ， 規 模 ， 構 造 ， 工 法 ， 着 工 日 そ の 他 木 造 住 宅

の 概 要  

(2) 耐 震 診 断 を 依 頼 す る 木 造 住 宅 耐 震 診 断 士 の 登 録 番 号 及 び 氏 名  

 （ 申 請 書 添 付 書 類 ）  

第 ６ 条  規 則 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 市 長 が 別 に 定 め る 書 類 は ， 次

に 掲 げ る も の と す る 。  

(1) 木 造 住 宅 に 係 る 登 記 事 項 証 明 書 そ の 他 の 対 象 者 が 木 造 住 宅 を

所 有 し て い る こ と を 証 す る 書 面  

(2) 木 造 住 宅 の 建 築 の 着 工 日 を 証 す る 書 面 （ 木 造 住 宅 の 着 工 日 を

証 す る 書 面 が な い 場 合 に あ っ て は ， 木 造 住 宅 に 係 る 建 築 確 認 通



 

  

知 書 そ の 他 の 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 面 ）  

(3) 対 象 経 費 に 係 る 見 積 書 又 は そ の 写 し  

(4) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  市 長 は ， 前 項 の 添 付 書 類 の 一 部 を 省 略 す る こ と が あ る 。  

 （ 申 請 書 提 出 期 限 ）  

第 ７ 条  規 則 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 申 請 書 の 提 出 期 限 は ， 補 助 金

の 交 付 を 受 け よ う と す る 年 度 の １ ２ 月 ２ ５ 日 （ そ の 日 が 柏 市 休 日

条 例 （ 平 成 元 年 柏 市 条 例 第 ３ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 本 市 の

休 日 （ 以 下 「 本 市 の 休 日 」 と い う 。 ） に 当 た る と き は ， 当 該 本 市

の 休 日 の 翌 日 ） と す る 。  

 （ 標 準 処 理 期 間 ）  

第 ８ 条  規 則 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 申 請 書 の 提 出 か ら 規 則 第 ３ 条

第 １ 項 に 規 定 す る 補 助 金 の 交 付 の 可 否 の 決 定 ま で に 要 す る 標 準 的

な 期 間 は ， ２ １ 日 （ ２ １ 日 目 に 当 た る 日 が 本 市 の 休 日 に 当 た る と

き は ， 当 該 本 市 の 休 日 の 翌 日 ま で の 期 間 ） と す る 。  

 （ 実 績 報 告 書 提 出 期 限 ）  

第 ９ 条  規 則 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 実 績 報 告 書 の 提 出 期 限 は ， 補 助 金

の 交 付 を 受 け よ う と す る 年 度 の ２ 月 １ ５ 日 （ そ の 日 が 本 市 の 休 日

に 当 た る と き は ， 当 該 本 市 の 休 日 の 翌 日 ） と す る 。  

 （ 実 績 報 告 書 添 付 書 類 ）  

第 １ ０ 条  規 則 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 市 長 が 別 に 定 め る 書 類 は ， 次 に

掲 げ る も の と す る 。  

(1) 耐 震 診 断 の 結 果 を 記 載 し た 書 面  

(2) 耐 震 診 断 の 実 施 状 況 を 写 し た 写 真  

(3) 対 象 経 費 に 係 る 領 収 書 又 は そ の 写 し  

２  市 長 は ， 前 項 の 添 付 書 類 の 一 部 を 省 略 す る こ と が あ る 。  

（ 補 則 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に

定 め る 。  

 

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ８ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



 

  

（ 平 成 １ ８ 年 度 に お け る 申 請 書 の 提 出 期 間 の 特 例 ）  

２  平 成 １ ８ 年 度 に お け る 補 助 金 の 交 付 の 申 請 に 係 る 第 ７ 条 の 規 定

の 適 用 に つ い て は ， 同 条 中 「 提 出 期 限 」 と あ る の は 「 提 出 期 間 」

と ， 「 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 年 度 の １ 月 ３ １ 日 」 と あ る

の は 「 平 成 １ ８ 年 ６ 月 １ ２ 日 か ら 平 成 １ ９ 年 １ 月 ３ １ 日 ま で の 間 」

と す る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ０ 年 ５ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ５ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


